
■調査結果（単純集計・クロス集計）から分かったこと 

５．子どものつながりに関すること 

◇誰にも相談できない（したくない）は、困窮度との関連性が見られない。 

◇放課後ひとりでいる子どもについては、困窮度との関連性が見られない。 

   
 
 
 

 
 
 
 

◇困窮世帯ほど保護者の家にいる時間について、「お子さんの学校からの帰宅時間には 
 家にいる」「お子さんの夕食時間には家にいる」割合が少ない。 

◇悩んでいる内容は、困窮度との関連性が見られない。 
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おうちのこと 

学校や勉強のこと 

クラブ活動のこと 

自分のこと（外見や体型など） 

ともだちのこと 

好きな人のこと 

進学・進路のこと 

その他のこと 

いやなことや悩んでいることはない 

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ 
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

おうちの大人の人（お母さん・お父さん・おばあちゃ… 

きょうだい 

学校のともだち 

クラブ活動の仲間 

ひとりでいる 

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

親 

きょうだい 

おばあちゃん・おじいちゃん 

おじ、おばなど親戚  

学校のともだち 

塾や習いごとのともだち 

その他のともだち 

いとこ 

担任の先生や他のクラスの先生 

保健室の先生 

クラブ活動の先生 

スクールカウンセラー 

塾や習いごとの先生 

学童保育の先生 

こども専用の電話相談 

インターネットやサイトなどを通じて知りあった直接… 

近所の人 

その他の人 

だれにも相談できない 

だれにも相談したくない 

中央値以上 困窮度Ⅲ 困窮度Ⅱ 困窮度Ⅰ 
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中央値以上(n=1140) 

困窮度Ⅲ(n=697) 

困窮度Ⅱ(n=159) 

困窮度Ⅰ(n=280) 

お子さんの学校からの帰宅時間には家にいる  お子さんの夕食時間には家にいる 

お子さんの寝る時間には家にいる お子さんが寝た後に帰ってくる 

保護者の方の帰宅時間が決まっていない 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・ひとり親家庭等生活向上事業 
（子どもの生活・学習支援事業） 

・新子育て支援交付金  
 子どもの貧困対策事業（日常生活支援・学習支援） 
 居場所づくり事業・絵本で育む子どもとのふれあい事業 
 ⇒市町村での学習支援や食事提供も可能な居場所づくり、 
   読書活動を支援 

・学習支援事業（生活困窮者自立支援制度） 
 学習支援、居場所の提供、進路相談等、高校中退防止のための支援、 
 親に対する養育支援、その他貧困の連鎖の防止に資すると認められ   
 る支援 
 (※福祉事務所設置自治体での任意事業） 
 

 

地 域 

地域における支援 
民生委員・児童委員、主任児童委員、CSW､NPO法人、地域住民・ボランティアなど 

見守り・支援 

学 校 

■現行の取組み 

■現行の取組みにおける課題・今後の対応の方向性 

 
・放課後ひとりでいる子どもが全体として約2割。誰にも相談できない（したくない）子どもが全体として約１割いる。 
 ＊学校や地域で支援を要する子どもを発見し、支援につなぎ、見守る体制を強化し、セーフティーネットでしっかりと支える仕組みの構築が必要。 
                      【⇒学校という場を介したプラットフォームの構築】      
 ＊中退防止や不登校生徒支援として、生徒の課題の早期発見に向けた取組みを進めていく。 
                      【⇒高校内におけるプラットフォームの充実】 
 ＊孤食等に対する取組みとして地域での「子ども食堂」など子どもが安心できる居場所づくりに向け取り組む。 
                      【⇒身近な市町村での取組みが進むよう支援の検討】 

・放課後子ども総合プランにおいて、共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての就学児童が放課後等を安全・安心に過
ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整備等を進め、これらの取組みを通じて、す
べての就学児童がいきいきと活動できるよう、多様な居場所を確保している。 
・また、高校における困難を有する生徒の支援に関わる機関の連携により、生徒や家庭に対して支援を行う体制の構築と、生徒の安心できる居場所を開設し、中退
や不登校の防止を図っている。 
・さらに市町村においては、支援を要する子どものための学習支援等の充実を図るため、新子育て支援交付金やひとり親家庭等生活向上事業、学習支援事業（生
活困窮者自立支援制度）を実施している。 

高校内におけるプラットフォームの構築 
   高校における困難を有する生徒の支援に関わる機関の連携強化 

 

教育コミュニティづくり推進事業 
（おおさか元気広場） 

放課後児童健全育成事業 
（放課後児童クラブ） 

放課後子ども総合プラン 

子ども 
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